
 

 

   博 物 館 の 登 録 審 査 基 準  

 

１  目 的  

  こ の 基 準 は 、 博 物 館 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 285 号 、 以 下 「 法 」 と

い う 。） 第 12 条 及 び 第 14 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 教 育 委 員 会 が

登 録 及 び 登 録 取 消 し の 審 査 を 行 う 際 に 必 要 な 基 準 を 定 め る 。  

 

２  博 物 館 資 料 に つ い て  

  法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 博 物 館

資 料 が あ る こ と 。  

(1)  博 物 館 資 料 は 、 質 量 と も に 国 民 の 教 育 、 学 術 及 び 文 化 の 発 展

に 寄 与 す る に 足 る も の で あ っ て 、 資 料 の 利 用 を 図 る た め 、 必 要

な 説 明 、 指 導 、 助 言 等 に 関 す る 教 育 的 配 慮 が 払 わ れ て お り 更 に

学 校 教 育 の 援 助 に 留 意 し て い る こ と 。  

(2)  資 料 は 実 物 で あ る こ と を 原 則 と す る こ と 。 た だ し 、 実 物 を 入

手 し が た い よ う な と き は 、 模 写 、 模 型 、 複 製 等 で も よ い こ と 。  

(3)  資 料 は 、 採 集 、 購 入 、 寄 贈 、 製 作 、 交 換 等 に よ っ て 収 集 さ れ

た も の で あ る こ と 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 の あ る と き は 、 寄 託 等

に よ る 資 料 で も よ い こ と 。  

(4)  必 要 な 図 書 、 図 表 等 を 有 す る こ と 。  

(5)  所 蔵 資 料 は 常 に 整 理 分 類 さ れ て い る こ と 。  

 

３  職 員 に つ い て  

  法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 学 芸 員

そ の 他 の 職 員 を 有 す る こ と 。  

  館 長 及 び 学 芸 員 の ほ か 、 必 要 な 学 芸 員 補 そ の 他 の 職 員 を 有 す る

こ と 。 た だ し 、 館 長 と 学 芸 員 と は 兼 ね る こ と が で き る こ と 。  

 

４  建 物 及 び 土 地 に つ い て  

  法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 建 物 及

び 土 地 が あ る こ と 。  

 (1)  博 物 館 、 美 術 館 等 に あ っ て は 、 お よ そ 、 50 坪 （ 165 ㎡ ） 以 上

の 建 物 が あ る こ と を 原 則 と し 、 陳 列 室 、 資 料 保 管 室 、 事 務 室 等

が 整 備 さ れ て い る な ど 、 一 般 公 衆 の 利 用 を 図 る た め の 建 物 及 び

土 地 が あ る こ と 。 た だ し 、 博 物 館 資 料 を 有 せ ず 、 単 に そ の 場 所

を 貸 与 す る こ と の み を 目 的 と す る 博 物 館 美 術 館 等 は 該 当 し な い

こ と 。  

(2)  動 物 園 に あ っ て は 、 お よ そ 、 500 坪 （ 1,653 ㎡ ） 以 上 の 土 地 が

あ り 、 動 物 収 容 展 示 施 設 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る な ど 、 一

般 公 衆 の 利 用 を 図 る た め の 建 物 及 び 土 地 が あ る こ と 。  



 

 

(3)  植 物 園 に あ っ て は 、 お よ そ 、 500 坪 （ 1,653 ㎡ ） 以 上 の 土 地 が

あ り 、 植 裁 園 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る な ど 、 一 般 公 衆 の 利

用 を 図 る た め の 建 物 及 び 土 地 が あ る こ と 。  

(4)  水 族 館 に あ っ て は 、 お よ そ 、 ガ ラ ス 面 三 尺 平 方 の 展 示 水 槽 ５

個 以 上 が あ り 、 放 養 、 飼 養 池 、 事 務 室 等 が 整 備 さ れ て い る な ど 、

一 般 公 衆 の 利 用 を 図 る た め の 建 物 及 び 土 地 が あ る こ と 。  

 

５  事 業 に つ い て  

  法 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 博 物 館 の 事 業 を お お む ね 実 施 し て い

る こ と 。  

(1)  実 物 、 標 本 、 文 献 、 図 表 、 フ ィ ル ム 、 レ コ ー ド 等 の 博 物 館 資

料 を 豊 富 に 収 集 し 、 保 管 し 、 及 び 展 示 し て い る こ と 。  

(2)  分 館 を 設 置 し 、 又 は 博 物 館 資 料 を 当 該 博 物 館 外 で 展 示 し て い

る こ と 。  

(3)  一 般 公 衆 に 対 し て 、 博 物 館 資 料 の 利 用 に 関 し 必 要 な 説 明 、 助

言 指 導 等 を お こ な い 、 又 は 研 究 室 、 工 作 室 、 図 書 室 等 を 設 置 し

て こ れ を 利 用 さ せ る こ と 。  

(4)  博 物 館 資 料 に 関 す る 専 門 的 、 技 術 的 な 調 査 研 究 を 行 っ て い る

こ と 。  

(5)  博 物 館 資 料 の 保 管 及 び 展 示 等 に 関 す る 技 術 的 研 究 を 行 っ て い

る こ と 。  

(6)  博 物 館 資 料 に 関 す る 案 内 書 、 解 説 書 、 目 録 、 図 録 、 年 報 、 調

査 研 究 の 報 告 書 等 を 作 成 し 、 及 び 頒 布 し て い る こ と 。  

(7)  博 物 館 資 料 に 関 す る 講 演 会 、 講 習 会 、 映 写 会 、 研 究 会 等 を 主

催 し 、 及 び そ の 開 催 を 援 助 し て い る こ と 。  

(8)  当 該 博 物 館 の 所 在 地 又 は そ の 周 辺 に あ る 文 化 財 保 護 法 （ 昭 和

25 年 法 律 第 214 号 ） の 適 用 を 受 け る 文 化 財 に つ い て 、 解 説 書 ま

た は 目 録 を 作 成 す る 等 一 般 公 衆 の 当 該 文 化 財 の 利 用 の 便 を 図 っ

て い る こ と 。  

(9)  社 会 教 育 に お け る 学 習 の 機 会 を 提 供 し て 行 っ た 学 習 の 成 果 を

活 用 し て 行 う 教 育 活 動 そ の 他 の 活 動 の 機 会 を 提 供 し 、 及 び そ の

提 供 を 奨 励 し て い る こ と 。  

(10)  他 の 博 物 館 、 博 物 館 と 同 一 の 目 的 を 有 す る 国 の 施 設 等 と 緊 密

に 連 絡 し 、 協 力 し 、 刊 行 物 及 び 情 報 の 交 換 、 博 物 館 資 料 の 相 互

貸 借 等 を 行 っ て い る こ と 。  

(11)  学 校 、 図 書 館 、 研 究 所 、 公 民 館 等 の 教 育 、 学 術 又 は 文 化 に 関

す る 諸 施 設 と 協 力 し 、 そ の 活 動 を 援 助 し て い る こ と 。  

 

６  運 営 に つ い て  

(1)  １ 年 を 通 じ て 150 日 以 上 開 館 す る こ と 。 開 館 日 数 は 、 本 館 の



 

 

開 館 日 数 を 指 す も の で あ る こ と 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 の あ る 場

合 は 、 本 館 外 に お け る 館 外 活 動 の 日 数 を 含 め て も よ い こ と 。  

(2)  一 般 公 衆 の 利 用 の た め に 当 該 施 設 及 び 設 備 を 公 開 す る こ と 。  

(3)  館 園 の 設 置 規 程 、 利 用 規 則 、 職 員 組 織 規 程 等 館 園 の 運 営 に 必

要 な 諸 規 程 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  

 

７  備 考  

(1)  分 館 に つ い て は 、 本 館 と の 緊 密 な 連 繋 の 下 に 博 物 館 機 能 を 発

揮 で き る も の か ど う か を 特 に ２ 及 び ６ (1)に 留 意 し て 審 査 す る こ

と 。 審 査 の 結 果 、 分 館 が 博 物 館 機 能 を 発 揮 し な い も の と 認 め た

と き は 、 登 録 し な い こ と 。  

(2)  分 館 を 含 め て 登 録 す る 際 は 、 本 館 の 名 称 と と も に 分 館 の 名 称 、

所 在 地 を 明 記 し て 原 簿 に 記 載 す る こ と 。 た だ し 、 (3)に 該 当 す る

分 館 に つ い て は 除 く こ と 。  

(3)  分 館 が 、 本 市 内 に 設 置 さ れ て い な い 場 合 で 登 録 を 希 望 す る と

き は 、 当 該 分 館 が 設 置 さ れ て い る 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会 （ 指 定

都 市 に 所 在 す る も の に あ っ て は 、 当 該 指 定 都 市 の 教 育 委 員 会 ）

の 登 録 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。  

 

８  適 用 日  

こ の 基 準 は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 


